
★新事業創出支援資金における信用保証料補助（Ｈ29.4～）
　県内で創業や事業承継を行うため、県の融資制度のうち「新事業創出支援資金」及び

「新事業創出支援資金・事業承継支援枠」を利用する方に対し、県信用保証協会に

支払う信用保証料を補助する制度を継続して実施します。

★貸付条件の変更、資金借換に関する時限措置
平成21年12月の金融円滑化法の施行に併せて措置した県の融資制度に係る貸付条件

の変更（３年の融資期間の延長変更）及び資金借換に関する時限措置を当面継続しま

す。

●愛媛県信用保証協会

●各取扱金融機関 ●一部資金については商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会

★融資制度のより詳細な内容が知りたい方は、

愛媛県のホームページ「愛媛県の中小企業向け融資制度」のページをご覧ください。
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　愛媛県経済労働部
　　産業支援局経営支援課

　今治支局
　　商工観光室

　中予地方局
　　地域産業振興部商工観光課

　南予地方局
　　地域産業振興部商工観光課

　八幡浜支局
　　商工観光室

（089）912-2481

（0897）56-1300

〒790-8570
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（0898）23-2500
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